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[地区計画図] 
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※壁面の位置の制限は、図示されている地区防災施設や地区施設だけでなく、全ての

建築基準法上の道路沿いの敷地が対象です。 
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      「「暮暮ららししのの作作法法」」  

地区計画によりハード面でのまちづくりは少しずつ進展します。しかし、それだけでは「安全・安心・快適

な暮らし」は実現できません。 

私たち一人ひとりが、日常の暮らしのなかで、互いに思いやり、助け合う「共助」の気持ちを持つことが

重要です。 

そのため、潮江密集地区まちづくり協議会では、ハード面からのまちづくりを誘導する「「「「地区計画地区計画地区計画地区計画」」」」とソ

フト面からのまちづくりを促す「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの作法作法作法作法」」」」でより良いまちづくりに取り組みます。 
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★壁面後退部分の使い方などについて★ 

○壁面後退部分については、自動車（緊急用車両含む）や住民の

通行に支障がないよう、門や塀といった工作物はもちろんのこ

と、プランター等の簡易なモノであっても置かないようにして

ください。 

○また、道路衛生の確保や将来の電柱移設に配慮して、建物はで

きるだけ道路から離して配置してください。 

○このような配慮によって、開放感、清潔感のある、人も車も通

行しやすい道路空間が生まれます。 

 

      必必要要なな手手続続ききのの流流れれ  

 

■地区計画の区域内での建物の新築や建替などをする場合、着工の 30 日前までに地区計画に

係る届出が必要です。 

■建物の新築や建替などの際に、容積率制限や道路斜線制限の緩和を受けるためには、建築基

準法の緩和の申請を行い、「認定」を受ける必要があります。 
 

●建築物の建築又は工作物の建設 

●建築物等の用途の変更 

●土地の区画形質の変更 
 

工事着手までの大まかな流れは以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●問い合わせ先 ・まちづくりに関すること 市街地整備担当:06-6489-6620 

・地区計画に関する届出  開発指導課：06-6489-6606 

・建築基準法の規制緩和の申請 建築指導課：06-6489-6647 

 

地区計画の 

届出対象 

 

地区計画に関する届出 

届出の審査 

適  合 

建築基準法の 

規制緩和の申請 

申請書の審査 

認  定 

事前協議 

建築確認申請 

（一定の日数が必要）

工事着工 

事前相談 

事前協議の完了

※地区計画に係る届出は工事着工の 30 日

以上前に提出する必要があります。 

※建築基準法の規制緩和の申請書の審査に

は 2 週間程度必要です。 
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      ままちちづづくくりり計計画画ののととりりままととめめのの経経緯緯  

 

年度 主な取り組み内容 

平成 17 年度  

○社会福祉連絡協議会と尼崎市とが連携して、地域のまちづくりにむけた勉強会を

開催。 

 

平成 18 年度  

○まちあるきによる、地域の課題等の抽出と点検マップの作成。 

○地域課題等に関する意見交換会や他地区の事例等に関する勉強会の開催。 

平成 19 年度  

○住民アンケートを実施し、密集市街地の改善に向けた取り組み意欲の確認、まちづ

くりにおける問題把握、問題意識の優先順位の整理等を実施。 

○潮江密集地区まちづくり協議会設立。（平成 20 年 3 月 30 日） 

平成 20 年度  

○地区の基礎的情報の整理。（構造別建物現況、建築年別建物現況、道路幅員、建

築基準法上の道路現況など） 

○防災まちづくり勉強会の開催。（潮江東、東大寺、北、中、桂、西の 7 地区で各 1 回） 

○事例見学会の実施。（人と防災未来センター＆野田北部地区） 

○まちづくり構想（案）の作成。 

 

平成 21 年度  

○防犯・防災面の観点から空き家の実態把握調査の実施。 

○まちづくり構想（案）に対する住民アンケート調査の実施。 

○防災まちづくり勉強会（2 巡目）の開催。（潮江東、東大寺、北、中、桂、西の 7 地区

で各 2 回） 

○地区計画（案）の作成とそれに対する住民アンケートの実施。 

○まちづくり計画（案）（地区計画と暮らしの作法）に対する同意確認の実施。 

○まちづくり計画（案）に関して土地・建物権利者に対する説明会の実施。 

 

平成 22 年度  

○まちづくり計画（案）（地区計画と暮らしの作法）に対する同意確認の実施。 

 ※平成 21 年度より未回答者に対しては継続的に実施。 

○まちづくり計画（案）に関する地元説明会の開催。 

○市長提案（平成 22 年 11 月 12 日） 

○地区計画（案）の説明会の開催。※尼崎市主催 

○潮江密集地区まちづくり協議会 HP の開設。 

（http://shioemachi.osakazine.net/） 

 

平成 23 年度  

○都市計画審議会にて地区計画が可決。（平成 23 年 5 月 23 日） 

○都市計画決定の告示。（平成 23 年 7 月 1 日） 

○地区計画の建築条例の施行。（平成 23 年 11 月１日） 

 

 

 

■発行 潮江密集地区まちづくり協議会   

■協力 潮江社会福祉連絡協議会  発行：平成 23 年 11 月 1 日  


